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原

拝啓  時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
　本会事業には、平素より格別のご支援・ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
　　さて、平成28年 4 月から施行された新たな行政不服審査法は、手続の公正性の向上をめざして審理員に
よる審理手続や行政不服審査会への諮問手続を導入しました。そのため、行政不服審査に携わる方々には、
以前にも増して制度に対する深い理解と運用時の的確な判断が求められています。
　本講座では、行政不服審査のすべての手続を基礎からわかりやすく解説するとともに、事例に沿って弁明
書、審理員意見書、審査会答申書などの具体的な書き方についても解説いたします。
　時節柄公務ご多忙の折とは存じますが、この機会に関係各位多数のご参加をおすすめ申しあげます。
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※宿泊料は変更になる場合がございます。
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httpｓ://www.noma.or.jp

※参加料には、別途消費税がかかります。
※銀行振込の手数料は貴団体にてご負担ください。

四
つ
橋
筋




